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(57)【要約】
【課題】　確認したい被検眼の断層画像（光切断面）を
被検眼正面画像から自由に設定することができ、組織や
疾患の状態をより詳細に確認できる眼科撮影装置を提供
すること。
【解決手段】　低コヒーレント長の光を発する光源と，
該光源から発せられた測定光を被検眼の所定部位上で走
査させる走査手段と，該光源から発せられた光によって
生成される参照光と被検眼の所定部位に照射された前記
測定光による反射光との合成により得られる干渉光を受
光する受光素子とを有する干渉光学系を持ち，該受光素
子の受光信号に基づいて被検眼の所定部位における断層
画像を得る眼科撮影装置において、前記被検眼眼底の神
経線維の走行として光切断ラインを規定するための走行
規定手段と、該走行規定手段により規定された前記光切
断ラインに対して対応する断層画像を取得する断層画像
取得手段と、を備えること。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
低コヒーレント長の光を発する光源と，該光源から発せられた測定光を被検眼の所定部位
上で走査させる走査手段と，該光源から発せられた光によって生成される参照光と被検眼
の所定部位に照射された前記測定光による反射光との合成により得られる干渉光を受光す
る受光素子とを有する干渉光学系を持ち，該受光素子の受光信号に基づいて被検眼の所定
部位における断層画像を得る眼科撮影装置において、
前記被検眼眼底の神経線維の走行として光切断ラインを規定するための走行規定手段と、
該走行規定手段により規定された前記光切断ラインに対して対応する断層画像を取得する
断層画像取得手段と、
を備えることを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項２】
請求項１の眼科撮影装置は、前記走査手段の２次元走査により前記被検眼眼底の３次元断
層画像を取得するとともに、該３次元断層画像を記憶する記憶手段を持ち、前記断層画像
取得手段は前記記憶手段に記憶された前記３次元断層画像から前記走行規定手段によって
規定された前記光切断ラインに対応する部分の断層画像を繋ぎ合わせることにより１枚の
断層画像を形成することを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項３】
請求項２の眼科撮影装置において、前記走行規定手段はモニタに表示された前記被検眼の
眼底画像上の少なくとも１点を指定する指定手段を有するとともに，該指定手段により指
定された前記指定点を通る神経線維の走行を演算により規定することを特徴とする眼科撮
影装置。
【請求項４】
請求項３の眼科撮影装置において、前記眼底画像は前記記憶された３次元画像と対応付け
られていることを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項５】
低コヒーレント長の光を発する光源と，該光源から発せられた測定光を被検眼の所定部位
上で走査させる走査手段と，該光源から発せられた光によって生成される参照光と被検眼
の所定部位に照射された前記測定光による反射光との合成により得られる干渉光を受光す
る受光素子とを有する干渉光学系を持ち，該受光素子の受光信号に基づいて被検眼の所定
部位における断層画像を得る眼科撮影装置において、
前記走査手段の２次元走査により前記被検眼の３次元断層画像を取得するとともに、該３
次元断層画像を記憶する記憶手段を持ち、該記憶手段に記憶された前記３次元断層画像に
対応付けられた被検眼の正面画像をモニタに表示させる表示制御手段と、
該表示制御手段によりモニタに表示された前記正面画像に対して任意の点を複数指定する
指定手段と、
該指定手段により指定された複数の前記指定点を繋ぎ合わせることにより得られるライン
に対応する断層画像を前記３次元断層画像から得るための断層画像取得手段と、
を備えることを特徴とする眼科撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検眼の所定部位の断層画像を撮影する眼科撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検眼の所定部位の断層画像を非侵襲で得ることができる眼科撮影装置として、低コヒ
ーレント光を用いた光断層干渉計（Optical Coherence Tomography:OCT）が知られている
。このような眼科撮影装置は断層画像を得るために被検眼眼底の正面画像をモニタに表示
させ、撮影したい断層画像の位置（光切断ライン）を設定し、設定した光切断位置におけ
る断層像を取得している（特許文献１　参照）。
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【特許文献１】特開２００８－２９４６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の断層画像を得る眼科撮影装置は、断層画像の位置を得る光切断の
方向が装置によって決められており（例えば、水平方向や垂直方向）、検者が必要とする
位置の断層像を効率よく得ることが難しい。特に、眼底においては、組織や疾患の状態を
より詳細に知る上で神経線維の走行に沿った断層画像を得ることが望まれる。
【０００４】
　上記従来技術の問題点に鑑み、確認したい被検眼の断層画像（光切断面）を被検眼正面
画像から自由に設定することができ、組織や疾患の状態をより詳細に確認できる眼科撮影
装置を提供することを技術課題とする。また、眼底においては、神経線維の走行に対応し
た断層画像を効率よく得ることのできる眼科撮影装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
（１）　低コヒーレント長の光を発する光源と，該光源から発せられた測定光を被検眼の
所定部位上で走査させる走査手段と，該光源から発せられた光によって生成される参照光
と被検眼の所定部位に照射された前記測定光による反射光との合成により得られる干渉光
を受光する受光素子とを有する干渉光学系を持ち，該受光素子の受光信号に基づいて被検
眼の所定部位における断層画像を得る眼科撮影装置において、前記被検眼眼底の神経線維
の走行として光切断ラインを規定するための走行規定手段と、該走行規定手段により規定
された前記光切断ラインに対して対応する断層画像を取得する断層画像取得手段と、を備
えることを特徴とする。
（２）　（１）の眼科撮影装置は、前記走査手段の２次元走査により前記被検眼眼底の３
次元断層画像を取得するとともに、該３次元断層画像を記憶する記憶手段を持ち、前記断
層画像取得手段は前記記憶手段に記憶された前記３次元断層画像から前記走行規定手段に
よって規定された前記光切断ラインに対応する部分の断層画像を繋ぎ合わせることにより
１枚の断層画像を形成することを特徴とする。
（３）　（２）の眼科撮影装置において、前記走行規定手段はモニタに表示された前記被
検眼の眼底画像上の少なくとも１点を指定する指定手段を有するとともに，該指定手段に
より指定された前記指定点を通る神経線維の走行を演算により規定することを特徴とする
。
（４）　（３）の眼科撮影装置において、前記眼底画像は前記記憶された３次元画像と対
応付けられていることを特徴とする。
（５）　低コヒーレント長の光を発する光源と，該光源から発せられた測定光を被検眼の
所定部位上で走査させる走査手段と，該光源から発せられた光によって生成される参照光
と被検眼の所定部位に照射された前記測定光による反射光との合成により得られる干渉光
を受光する受光素子とを有する干渉光学系を持ち，該受光素子の受光信号に基づいて被検
眼の所定部位における断層画像を得る眼科撮影装置において、前記走査手段の２次元走査
により前記被検眼の３次元断層画像を取得するとともに、該３次元断層画像を記憶する記
憶手段を持ち、該記憶手段に記憶された前記３次元断層画像に対応付けられた被検眼の正
面画像をモニタに表示させる表示制御手段と、該表示制御手段によりモニタに表示された
前記正面画像に対して任意の点を複数指定する指定手段と、該指定手段により指定された
複数の前記指定点を繋ぎ合わせることにより得られるラインに対応する断層画像を前記３
次元断層画像から得るための断層画像取得手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、確認したい被検眼の断層画像（光切断面）を被検眼正面画像から自由
に設定することができ、組織や疾患の状態をより詳細に確認できる。また、眼底において
は、神経線維の走行に対応した断層画像を得ることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態の眼科撮影装置の光
学系及び制御系を示す図である。なお、本実施形態においては、被検眼の奥行き方向をＺ
方向（光軸Ｌ１方向）、水平方向をＸ方向、鉛直方向をＹ方向として説明する。
【０００８】
　図１において、その光学系は、被検眼眼底の断層画像を光干渉の技術を用いて非侵襲で
得るための干渉光学系（以下、ＯＣＴ光学系とする）２００と、赤外光を用いて被検眼の
眼底を照明し観察するためのＳＬＯ眼底像を取得するスキャニングレーザオフサルモスコ
ープ（ＳＬＯ）光学系３００と、に大別される。なお、ＯＣＴ光学系２００には、フーリ
エ・ドメイン型のＯＣＴ光学系が使用されている。
【０００９】
　なお、光分割部材としてのダイクロイックミラー４０は、ＯＣＴ光学系２００に用いら
れる測定光源２７から発せられる測定光（例えば、λ＝８４０ｎｍ付近）を反射し、ＳＬ
Ｏ光学系３００に用いられる光出射部６１から発せられるレーザ光（光源２７とは異なる
波長の光（例えば、λ＝７８０ｎｍ付近）を透過する特性を有する。この場合、ダイクロ
イックミラー４０は、ＯＣＴ光学系２００の測定光軸Ｌ２とＳＬＯ光学系３００の測定光
軸Ｌ１とを同軸にする。
【００１０】
　まず、ダイクロイックミラー４０の反射側に設けられたＯＣＴ光学系２００の構成につ
いて説明する。ＯＣＴ光源２７は、ＯＣＴ光学系２００の測定光及び参照光として用いら
れる低コヒーレントな光を発する光源であり、例えばＳＬＤ光源等が用いられる。ＯＣＴ
光源２７には、例えば、中心波長８４０ｎｍで５０ｎｍの帯域を持つ光源が用いられる。
ファイバーカップラー２６は、光分割部材と光結合部材としての役割を兼用する。ＯＣＴ
光源２７から発せられた光は、導光路としての光ファイバ３８ａを介して、ファイバーカ
ップラー２６によって参照光と測定光とに分割される。測定光は光ファイバ３８ｂを介し
て被検眼Ｅへと向かい、参照光は光ファイバ３８ｃを介して参照ミラー３１へと向かう。
【００１１】
　測定光を被検眼Ｅへ向けて出射する光路には、測定光を出射する光ファイバ３８ｂの端
部３９ｂ、被検眼の屈折誤差に合わせて光軸方向に移動可能なフォーカシングレンズ２４
、走査駆動機構５１の駆動により眼底上でＸＹ方向に測定光を走査させることが可能な２
つのガルバノミラーの組み合せからなる走査部（走査手段）２３と、リレーレンズ２２が
配置されている。ダイクロイックミラー４０及び対物レンズ１０は、ＯＣＴ光学系２００
からのＯＣＴ測定光を被検眼眼底へと導光する導光光学系としての役割を有する。なお、
本実施形態の走査部２３では、２つのガルバノミラーによって測定光の反射角度を任意に
調整することにより、眼底上に走査させる測定光の走査方向を任意に設定できるような構
成となっている。よって、被検眼眼底の任意の領域の断層画像を得ることが可能となる。
なお、光ファイバ３８ｂの端部３９ｂは、被検眼眼底と共役となるように配置される。ま
た、走査部２３の２つのガルバノミラーは、被検眼瞳孔と略共役な位置に配置される。
【００１２】
　光ファイバ３８ｂの端部３９ｂから出射した測定光は、フォーカシングレンズ２４を介
して走査部２３に達し、２つのガルバノミラーの駆動により反射方向が変えられる。そし
て、走査部２３で反射された測定光は、リレーレンズ２２を介してダイクロイックミラー
４０で反射された後、対物レンズ１０を介して、被検眼眼底に集光される。
【００１３】
　そして、眼底で反射された測定光は、対物レンズ１０を介してダイクロイックミラー４
０で反射され、ＯＣＴ光学系２００に向かう。測定光は、リレーレンズ２２、走査部２３
の２つのガルバノミラー、フォーカシングレンズ２４を介して、光ファイバ３８ｂの端部
３９ｂに入射される。端部３９ｂに入射した測定光は、光ファイバ３８ｂ、ファイバーカ
ップラー２６、光ファイバ３８ｄを介して、光ファイバ３８ｄの端部８４ａに達する。



(5) JP 2010-125291 A 2010.6.10

10

20

30

40

50

【００１４】
　一方、参照光を参照ミラー３１に向けて出射する光路には、参照光を出射する光ファイ
バ３８ｃの端部３９ｃ、コリメータレンズ２９、参照ミラー３１が配置されている。参照
ミラー３１は、参照光の光路長を変化させるべく、参照ミラー駆動機構５０により光軸方
向に移動可能な構成となっている。
【００１５】
　光ファイバー３８ｃの端部３９ｃから出射された参照光は、コリメータレンズ２９で平
行光束とされ、参照ミラー３１で反射された後、コリメータレンズ２９により集光されて
光ファイバ３８ｃの端部３９ｃに入射される。端部３９ｃに入射した参照光は、光ファイ
バ３８ｃを介して、ファイバーカップラー２６に達する。
【００１６】
　そして、光源２７から発せられた光によって前述のように生成される参照光と被検眼眼
底に照射された測定光とによる眼底反射光は、ファイバーカップラー２６にて合成され干
渉光とされた後、光ファイバ３８ｄの端部８４ａから出射される。分光光学系８００（ス
ペクトロメータ部）は、周波数毎の干渉信号を得るために干渉光を周波数成分に分光する
役割を持つ。分光光学系８００は、コリメータレンズ８０、グレーティング（回折格子）
８１、集光レンズ８２、受光素子８３を備える。受光素子８３には、赤外域に感度を有す
る一次元受光素子（ラインセンサ）を用いられる。
【００１７】
　ここで、端部８４ａから出射された干渉光は、コリメータレンズ８０にて平行光とされ
た後、グレーティング８１にて周波数成分に分光される。そして、周波数成分に分光され
た干渉光は、集光レンズ８２により受光素子８３の受光面に集光される。これにより、受
光素子８３で干渉縞のスペクトル情報が記録されることとなる。このスペクトル情報が制
御手段である制御部７０へと入力され、フーリエ変換を用いて解析されることで、被験者
眼の深さ方向における情報（Ａスキャン信号）が計測可能とされる。ここで、制御部７０
は、走査部２３により測定光を眼底上で所定の横断方向に走査することにより断層画像を
取得できる。例えば、Ｘ方向もしくはＹ方向に走査することにより、被検眼眼底のＸＺ面
もしくはＹＺ面における断層画像を取得できる（なお、本実施形態においては、このよう
に測定光を眼底に対して１次元走査し、断層画像を得る方式をＢスキャンとする）。なお
、取得された断層画像は、制御部７０に接続されたメモリ７２に記憶される。さらに、測
定光をＸＹ方向に２次元的に走査することにより、被検眼眼底の３次元断層画像を取得す
ることも可能である。なお、本実施形態におけるＯＣＴ画像の取得は、走査部２３に設け
られた２つのガルバノミラーによって行われる。
【００１８】
　次に、ダイクロイックミラー４０の透過方向に配置されたＳＬＯ光学系（共焦点光学系
）３００について説明する。ＳＬＯ光学系３００は、被検眼眼底を照明する照明光学系と
、該照明光学系によって照明された眼底反射光を受光素子により受光する受光光学系とに
大別され、受光素子から出力される受光信号に基づいて被検眼眼底の正面画像を得る。
【００１９】
　光出射部６１は、赤外域の波長の光（例えば、λ＝７８０ｎｍ）を発する第１の光源（
ＳＬＯ光源）６１ａと可視域の波長の光（例えば、λ＝６３０ｎｍ）を発する第２の光源
（固視光源）６１ｂ、ミラー１００、ダイクロイックミラー１０１とを有する。なお、第
１の光源６１ａと第２の光源６１ｂには、輝度が高く、指向性の高い光を発する光源（レ
ーザダイオード光源、ＳＬＤ光源等）が用いられる。第１の光源６１ａを出射した赤外光
は、ダイクロイックミラー１０１を透過し、光出射部６１を出てビームスプリッタ６２に
進む。第２の光源６１ｂを出射した可視光は、ミラー１００にて折り曲げられた後、ダイ
クロイックミラー１０１にて反射して第１の光源６１ａから出射した光と同軸とされる。
第１の光源６１ａは観察用の正面眼底画像を得るために用いられ、第２の光源６１ｂは被
検眼の視線方向を誘導させるために用いられる。
【００２０】
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　光出射部６１から発せられるレーザ光を被検眼Ｅに向けて出射する光路には、被検眼E
の屈折誤差に合わせて光軸方向に移動可能なフォーカシングレンズ６３、走査駆動機構５
２の駆動により眼底上でＸＹ方向に測定光を高速で走査させることが可能なガルバノミラ
ーとポリゴンミラーとの組み合せからなる走査部６４、リレーレンズ６５、対物レンズ１
０が配置されている。また、走査部６４のガルバノミラー及びポリゴンミラーの反射面は
、被検眼瞳孔と略共役な位置に配置される。
【００２１】
　また、光出射部６１とフォーカシングレンズ６３との間には、ビームスプリッタ６２が
配置されている。そして、ビームスプリッタ６２の反射方向には、共焦点光学系を形成す
るための集光レンズ６６と、眼底に共役な位置に置かれる共焦点開口６７と、ＳＬＯ画像
用の受光素子６８とが設けられている。
【００２２】
　ここで、光出射部６１から発せられたレーザ光（測定光又は固視光束）は、ビームスプ
リッタ６２を透過した後、フォーカシングレンズ６３を介して走査部６４に達し、ガルバ
ノミラー及びポリゴンミラーの駆動により反射方向が変えられる。そして、走査部６４で
反射されたレーザ光は、リレーレンズ６５を介してダイクロイックミラー４０を透過した
後、対物レンズ１０により被検眼眼底に集光される。
【００２３】
　眼底で反射されたレーザ光（測定光）は、対物レンズ１０、リレーレンズ６５、走査部
６４のガルバノミラー及びポリゴンミラー、フォーカシングレンズ６３を経て、ビームス
プリッタ６２にて反射される。そして、集光レンズ６６にて集光された後、共焦点開口６
７を介して、受光素子６８に集光されて検出されることとなる。受光素子６８にて検出さ
れた受光信号は制御部７０へと入力される。制御部７０は受光素子６８にて得られた受光
信号に基づいて被検眼眼底の正面画像を取得する。取得された正面画像は表示モニタ７５
に表示される。なお、ＳＬＯ画像（ＳＬＯ光学系を用いて取得される正面画像）は、走査
部６４に設けられたガルバノミラーによるレーザ光の縦方向の走査（副走査）とポリゴン
ミラーによるレーザ光の横方向の走査（主走査）により取得される。
【００２４】
　なお、制御部７０は、表示モニタ７５に接続され、その表示画像を制御する表示制御手
段を兼ねる。また、制御部７０には、メモリ（記憶手段）７２、各種操作を行うための操
作部７４、走査駆動機構５１、走査駆動機構５２、参照ミラー駆動機構５０、フォーカシ
ングレンズ６３を光軸方向に移動させるための第１駆動機構６３ａ、フォーカシングレン
ズ２４を光軸方向に移動させるための第２駆動機構２４ａ、等が接続されている。
【００２５】
　また、検者によって操作される操作部７４には、各種操作に用いられる操作部材として
のマウス（ポインティングデバイス）７４ａ、撮影スイッチ７４ｂ、キーボード等が設け
られている。なお、マウス７４ａは、モニタ７５上の表示と連動され、測定光の走査位置
の設定、固視標位置の設定、等に用いられる。なお、上記制御部７０、記憶部７２、操作
部７４、モニタ７５においては、装置として専用の部材を用いるようにしてもよいし、パ
ーソナル・コンピュータ（ＰＣ）を用いるようにしてもよい。
【００２６】
　以上のような構成を備える装置において、その動作について説明する。以下では、被検
眼眼底の３次元断層画像を取得した後、眼底正面画像にて設定する任意の断層画像を得る
方法について説明する。
【００２７】
　はじめに、検者はＳＬＯ光学系３００を用いて被検眼眼底の正面画像をリアルタイムで
取得し、これを観察画像として装置の位置を合わせる（アライメントしておく）。被検眼
に対する装置の位置合わせが完了した後、所定の走査位置調整部及び所定の固視位置調整
部を用いて、３次元断層画像を得る眼底上の領域を図示なき設定スイッチを用いて設定し
、撮影スイッチ７４ｂを押す。これにより、ＯＣＴ光学系２００及び制御部７０による３
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次元断層画像の取得が開始される。なお、３次元断層画像は、走査部２３の駆動によって
測定光が眼底上で２次元的（ＸＹ方向）に走査されたときに受光素子８３から出力される
受光信号に基づいて制御部７０により取得される。また、本実施形態では、３次元断層画
像の取得時においては、ＯＣＴ光源２７を点灯させ、ＳＬＯ光源６１ａを消灯させておく
。
【００２８】
　３次元断層画像を得るための測定光の走査が完了されると、制御部７０は、受光素子８
３から出力される信号に対してフーリエ解析を行い、被検眼眼底の３次元断層画像を得て
、これをメモリ７２に記憶させる。また、制御部７０は、３次元断層画像が形成される前
段階において、受光素子８３から出力される受光信号の生データ（ＲＡＷデータ）から干
渉信号を抽出し（定常的な参照光成分を除去し）、この信号をＡスキャン毎に加算して並
べる。そして、３次元画像取得時のＯＣＴ光学系２００による眼底正面画像（以下、ＯＣ
Ｔ眼底画像とする）を得ておき、ＯＣＴ眼底画像をモニタ７５に表示させる（図２参照）
。このように取得されたＯＣＴ眼底画像はメモリ７２に記憶されている３次元断層画像と
関連づけられていることとなる。以上のようにして、制御部７０のよる被検眼の眼底正面
画像の表示制御が行われる。
【００２９】
　なお、前述したＯＣＴ眼底像は、フーリエ解析が行われる前の受光信号に基づいて形成
される画像のため、画像作成時間（演算処理時間）が短くてすむが、３次元断層画像取得
時の眼底正面画像を得る場合、上記手法に限るものではなく、取得された３次元断層画像
と関連付けられている眼底正面画像であればよい。例えば、受光素子８３から出力される
撮影時に受光された干渉信号に基づいてＯＣＴ眼底画像が取得されるものでもよく、フー
リエ解析を経て得られた３次元画像を深さ方向に積算したときの積算画像がＯＣＴ眼底像
として取得されるようにしてもよい。また、ＯＣＴ画像とは別に取得された観察画像（本
実施形態ではＳＬＯ画像）を画層処理によりＯＣＴ眼底画像と対応付けることにより、観
察画像と３次元断層画像とを関連付けることも可能である。
【００３０】
　図３に示すように、表示モニタ７５に表示されたＯＣＴ眼底画像に対して断層画像を見
たい（確認したい）ライン上に複数の指定点４００を設定する。指定点４００は、マウス
７４ａを用いて表示モニタ７５に表示されているカーソル４１０を動かし、ＯＣＴ眼底画
像上の任意の箇所をクリックすることにより設定される。本実施形態では、指定点４００
ａ～４００ｆの６点を設定するものとしているが、これに限るものではなく、少なくとも
２点が指定されていればよい。また、指定点４００の設定はマウスによる操作に限るもの
ではなく、スイッチ操作等の他の操作手段による設定であってもよい。このような指定点
４００は、例えば神経線維の走行（走向）に沿って設定されることが好ましいが、必ずし
も神経線維の走行に一致するように設定する必要はなく、検者が断層画像を確認したいと
するライン上に設定することにより、便宜上の神経線維の走行が規定されていてもよい。
【００３１】
　このように表示モニタ７５に表示されたＯＣＴ眼底画像上に複数の指定点４００が設定
された後、図示なき完了スイッチを用いて指定点４００の設定を完了させる。完了スイッ
チが使用されると、制御部７０は設定された指定点４００（４００ａ～４００ｆ）間をつ
なぎ合わせて指定ライン（光切断ライン）４２０とする。このように、マウス７４ａ、モ
ニタ７５、制御部７０により指定手段（走行指定手段）が形成される。この指定ライン４
２０に対応するＡスキャン情報をメモリ７２に記憶された３次元断層画像から取り出し、
繋ぎ合わせることにより、制御部７０は指定ライン４２０に対応する断層画像を取得する
。得られた断層画像はモニタ７５に表示される（図４参照）。なお、指定ライン４２０は
各指定点４００ａ～４００ｆを繋ぎ合わせることにより形成されたラインであり、曲線も
しくは指定点間を結ぶ直線が結合されたラインとなるが、断層画像の形成の際には、指定
ライン４２０全体を直線に伸ばした状態としてＡスキャン情報を繋ぎ合わせるようにして
いる。
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　以上説明したように、本実施形態では検者が確認したい眼底の断層画像（光切断面）を
眼底正面画像から自由に設定することができ、網膜や疾患の状態をより詳細に確認するこ
とが可能となる。
【００３３】
　なお、本実施形態では、眼底において所望する領域の断層画像を得るために、事前に３
次元断層画像を得るものとしているが、これに限るものではなく、被検眼の眼底画像上に
曲線からなる指定ライン（例えば、神経線維の走行を規定するライン）を設定し、設定し
た指定ライン対して対応する断層画像が取得できる構成であればよい。例えば、観察光学
系にて取得される眼底正面画像上に前述した曲線である指定ラインを設定し、設定した指
定ライン上を断層画像を得るための測定光が走査されるようにＯＣＴ光学系の走査手段を
制御することも可能である。なお、この場合、神経線維の走行に対応した断層画像を得る
ことができる。
【００３４】
　また、本実施形態では検者が複数の指定点を眼底正面画像に設定して指定ラインを形成
するものとしたが、これに限るものではなく、偏光感受型のＯＣＴ光学系を用いることに
より、眼底正面画像の任意の１点を設定するだけで、指定点に対する神経線維の走行（ラ
イン）を制御部７０により自動的に規定し、規定したラインに対応する断層画像を得るこ
とも可能である。また、眼底正面画像における視神経乳頭又は黄斑部を基準点とし、検者
が指定した指定点と基準点とで、指定ラインを形成し、指定ラインに対応する断層画像を
モニタに表示させる構成としてもよい。
【００３５】
　図５は、偏光感受型のＯＣＴ光学系５００の構成を示す概略図であり、図１に示したＯ
ＣＴ光学系２００と同機能を有する部材には同符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００３６】
　図示する偏光感受型のＯＣＴ光学系５００は、ＯＣＴ光源２７、偏光素子５０１、偏光
変調器５０２、レンズ５０３、端部５０４、偏光ビームスプリッタ５０５、受光素子５０
６，５０７、及び図１に示したＯＣＴ光学系に用いられる各種光学部材を備えている。な
お、偏光変調器５０２、受光素子５０６，５０７は、図示なき制御部に接続されている。
ＯＣＴ光源２７から発せられた光は、偏光素子５０１により直線偏光とされた後、偏光変
調器５０２を経てレンズ５０３により端部５０４に集光される。偏光変調器５０２は直線
偏光となった光を走査部２３のＢスキャン走査に同期して連続的に変調し、ファイバーカ
ップラー２６に送る。変調された光はファイバーカップラー２６にて参照光と測定光に分
割され、測定光は光ファイバ３８ｂ、走査部２３等を介して図１に示す光学系と同様に被
検眼Ｅへと向かい、参照光は光ファイバ３８ｃを介して参照ミラー３１へと向かう。参照
光と被検眼眼底に照射された測定光による眼底反射光は、ファイバーカップラー２６にて
合成され干渉光とされた後、光ファイバ３８ｄを通じて端部８４ａから出射される。端部
８４ａから出射されあた干渉光は、コリメータレンズ８０、グレーティング（回折格子）
８１、集光レンズ８２を経た後、偏光ビームスプリッタ５０５により、水平偏光成分と垂
直偏光成分に分けられ、受光素子５０６，５０７に各々受光される。受光素子５０６，５
０７により、互いに垂直な直線偏光電場成分ＥaとＥbが検出されると、以下で式（１）で
定義されるstokes parametetr（ｐ）及びその３次元表示Poincare Sphere（ポアンカレ球
）により、偏光に関する状態を表現することができる。
【００３７】
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【数１】

ここで、Ｉは式（２）、Ｑは式（３）、Ｕは式（４）、Ｖは式（５）で表される。
【００３８】

【数２】

【００３９】
【数３】

【００４０】
【数４】

【００４１】
【数５】

【００４２】
【数６】

ここで、ｉは虚数を示す。また、γは楕円偏光の方位、Ｘは式（６）で定義される楕円偏
光の楕円率を表す。
【００４３】
　前述したような偏光感受型のＯＣＴ光学系５００を用いて、３次元断層画像を取得する
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。取得した３次元断層画像における全ての領域は、式（１）にて定義されるstokes param
etetr（ｐ）によって、偏光方位が明らかとなっている。したがって、３次元断層像に対
応付けられる眼底正面画像の任意の一点を設定するだけで、図示なき制御部は設定した指
定点に対する神経線維の走行（ライン）を自動的に規定し、規定したラインに対応する断
層画像を得ることも可能である。
【００４４】
　なお、以上の説明では、眼底の断層像を取得する場合を例にとって説明したが、これに
限るものではなく、ＯＣＴの原理を応用した光干渉光学系を用いて被検眼の所定部位の断
層像（例えば、前眼部断層像）を撮影する眼科撮影装置であれば、本発明の適用は可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本実施形態の眼科撮影装置の光学系及び制御系を示す図である。
【図２】ＯＣＴ光学系による眼底正面画像を示す図である。
【図３】ＯＣＴ眼底画像上で指定ラインを指定する様子を示す図である。
【図４】指定ラインに対応した断層画像を示す図である。
【図５】偏光感受型のＯＣＴ光学系５００の構成を示す概略図である。
【符号の説明】
【００４６】
　２００　ＯＣＴ光学系
　３００　ＳＬＯ光学系
　４００　指定点
　４１０　カーソル
　４２０　指定ライン
　５００　偏光感受型のＯＣＴ光学系
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